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新型コロナ感染症による社会保

険の標準報酬月額の特例改定 

 

◆標準報酬月額の特例改定  

今般の新型コロナウイルス感染症の

影響により休業した方で、休業により報

酬が著しく下がった方について、一定の

条件に該当する場合は、事業主からの届

出により、健康保険・厚生年金保険料の

標準報酬月額を、通常の随時改定（４か

月目に改定）によらず、特例により翌月

から改定可能となりました。  

◆対象となる方 

以下の３つの要件すべてに該当して

いる方が対象となります。  

①  事業主が新型コロナウイルス感染

症の影響により休業（時間単位を含む）

させたことにより、急減月（令和２年

４月から７月までの間の 1 か月であっ

て、休業により報酬が著しく低下した

月として事業主が届け出た月）が生じ

た方 

② 急減月に支払われた報酬の総額（１

か月分）に該当する標準報酬月額が、

既に設定されている標準報酬月額に

比べて、２等級以上下がった方  

※固定的賃金（基本給、日給等単価等）

の変動がない場合も対象となります。  

③  特例による改定を行うことについ

て、本人が書面により同意している方  

※被保険者本人の十分な理解に基づ

く事前の同意が必要です（改定後の

標準報酬月額に基づき、傷病手当金、

出産手当金および年金の額が算出

されることへの同意を含む）。  

※本特例措置は、同一の被保険者につい

て複数回申請を行うことはできません。 

◆対象となる保険料 

令和２年４月から７月までの間に休

業により報酬等が急減した場合に、その

翌月の令和２年５月から８月分保険料

が対象となります。 

※令和３年１月末日までに届出があっ

たものが対象となります。それまでの

間は遡及して申請が可能ですが、給与

事務の複雑化や年末調整等への影響

を最小限とするため、改定をしようと

する場合はできるだけ早めの手続き

が求められます。 

◆注意事項 

・通常の月額変更届・算定基礎届と提出

先が異なります。 

⇒管轄の年金事務所に郵送、もしくは

窓口へ提出します。 

・通常の月額変更届・算定基礎届と様式

が異なります。 

⇒届書および申立書は、日本年金機構

ホームページからダウンロードできま

す。 

・この特例改定の届出は、電子証明書を

利用した e-Gov からの電子申請や G ビ

ズ ID を利用した電子申請、電子媒体

による申請には現時点では対応して

いません。 

・特例改定の届出を行うか否かにかかわ

らず、通常の算定基礎届の提出は変更

なく必用です。 

【日本年金機構のリーフレット】  

https://www.nenkin.go.jp/oshirase/t

opics/2020/0625.files/01.pdf 
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